
平成 24年 1月 21日(土) 

第四回津谷大沢区震災復興会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第3号

平成24年 1月 11日

東北農政局長

事業実施主体名  津谷大沢区振興会

代表者名     三浦 広文

平成23年度食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業の事業実施計画の承認申請について

食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業実施要綱 (平成23年 11月 21日 付け23農振第1876号

農林水産事務次官依命通知)第5の 1の規定に基づき、関係書類を添えて提出します。

殿



食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業実施計画

(農山漁村コミュニティ活性化対策 )

1事務所が特定被災区域のうち岩手県、官城県及び福島県の津波により被災し

た市町村に所在し、本事業を特定被災区域で実施する団体の取組

(1)観光と連携した都市農村交流の推進 (復興ツーリズム等)

(2)子ども交流推進

(3)コミュニティビジネスの創出

(4)生活環境改善対策

○ (5)地域提案型活動

2事務所が特定被災区域に所在し、本事業を特定被災区域で実施する団体の

取組 (1の取組を除く。)

(1)観光と連携した都市農村交流の推進 (復興ツーリズム等)

(2)子ども交流推進

(3)コミュニティビジネスの倉」出

(4)生活環境改善対策

(5)地域提案型活動

※ 該当するメニューにOを付してください。複数のメニューを行うときは、主たる

メニューに◎を、従たるメニューにOを付してください。
ただし、1及び2の両者を選択することはできません。

事業実施主体名        津谷大沢区振興会

所在地 (都道府県・市町村)  官城県気仙沼市

リヽ

事業計画開始年度



1事業実施主体

事業主体 (団 体)名 所在地 (都道府県・市町村) 地区の範囲 (集落数)

つやおおきわくしんこうかい

津谷大沢区振興会
みやぎけんけせんぬまし

宮城県気仙沼市
単一集落

代表者氏名 代表者住所及び連絡先

三浦 広文

〒9880305官城県気仙沼市本吉町大沢56-1
TIL 090-2959-3452   Fax 0226-42-2861

E―m甜  なし

事務局(個人又は団体) 事務局所在地及び連絡先

菅原 梅男

(連絡係)板坂 千尋

〒9880312移転前 :宮城県気仙 .・ 市本吉町津谷長根299-1

〒9880304移転後 :宮城県気仙沼市本音町大沢56-1(会長宅)

TE1 090~6788-3415   Fax 0226-42-3415

E―mai1   3● kesennuna@groundwork or ip

構成員となる個人及び団体 法人形態等 主な活動
所在地

(市 区町村)
設立年

構成員数
(従業員数)

(別紙 1)

津谷大沢区震災復興会議
地域住民
団体

震災復興計画の策定
及び推進

気仙沼市 平成23年 委員等24

注1 事業主体(団体名)及び所在地(都道府県 市町村)は、ふりがなをつけてください。

注2 法人形態等には、地域住民団体、農林漁家団体、NPO、 株式会社、個人 (農業従事)、 農業協同組合、

行政機関等の所属の別を記入してください.

注3 構成員が個人の場合は、設立年、構成員数 (従業員数)を記入する必要はありません。

注4 地区の範囲は 「単一集落J、
「複数集落J「校区J、「市町村域J及び「市町村を越える範囲Jから選択して

記載してください.

注5 東日本人震災による被災を受けて一時的に事務所が移転している場合は、「所在地(都道府県 市町村)」

「代表者住所及び連絡先J及び「事務局所在地及び連絡先」の欄に、移転前及び移転後の所在地等を記載

してください。

事業実施体制図 (実質的に事業を統括する運営責任者 (プロジェクトマネージャー)を必ず示すこと)

津谷大沢区振興会 (メンバーは別紙1)

会長 i三浦広文 震災復興事務局 :菅原梅男 出 気仙沼市役所、木吉総合支所

連携   (注)事業主体は振興会であるが、振蛤 の役員を核とした震災復興会議が中心になつて事業を実施する.

津谷大沢区
震災復興会議

(メンバーは丹1紙 2)

振興会長 |二浦広文

庶務 i菅原梅男
(運営責任者)

全般支援 l新しい公共の場つくり協議会し後方支援 グラウンドワークのネットワーク(協会
西神楽 印藩 阪神、大山 生態系 福岡)(グラウンドワーク寒河江他)

「杏″ll域の絆づくり被災l暉負支援事業 |を支援
うち (財 )日 本グラウンドワーク協会

コミュニテイ ビジネス 住民ヒアリング等を支援
うち、(NPO)グラウンドワーク福岡

しい集会所整備を支援
(NPO)アプカス



3地区の現状と課題と将来の姿

績、本事業で取り組む課題等を踏まえて記載してください。

注2「地区の将来像Jの欄には、「地区の現状と課題J及び「事業の内容」の欄に記した内容を踏まえ、本事業の

実施により達成しようとする地区の将来像を記載してください。

地区の現状と課題

【現状】
官城県気仙沼市本吉町津谷大沢区は、東 日本大震災の津波で1名 が亡くなるとともに、

全141世帯のうち21世帯が被災し 全59隻の漁船が流失又は損壊し、農地5haが被災する

など、生活基盤から産業基盤まで甚大な被害が生じている。一方 震災発生の日から、市

が用意した避難所ではなく、地区内の被災しなかった住民が被災した住民 (外部から頼つ

てきた住民を含む)を迎え入れるという「人と人とのIFを大切にする集落Jである。

被災した住民はとりあえず仮設住宅に落ち着き その後、自宅を修復するなどして戻つた

住民もいるが、lJ.在 でも12世帯の住民が仮設住宅で暮らしている。仮設住宅居住者と他の

地区住民の共通の願いは、仮設住宅居住者全員が津谷大沢区に戻ることである。
このような状況を踏まえ、昨年10月 30日 、津谷大沢区振興会の中に「震災復興会議Jを

設置し、早急に「震災復興計画Jを策定して、被災前の大沢を取り戻し、再び躍進する大

沢を目指すことにした。
津谷大沢区振興会としては 仮設住宅居住者を再び大沢に迎え入れるためにも、安全、

安心に暮らせる「まちづくりJや農林水産業を基幹とする「仕事づくりJを住民が一緒に考え

て「震災復興計画Jを策定し、その実現を通じて、以前にも増して住民が強い絆で結ばれ、

.‐●りに満ちて助け合つて過ごせるコミュニティを創り上げたいと考えている。

I課題】
「地区の将来像Jに書いたキャッチフレーズと3つの目標を定め、各国標ごとの個月1課題

を一つひとつ 震災復興会議で議論し、急いで取り組みたい課題から順に、具体的な方,「

を決めていく予定である。以下は現時,点で考えられている主な課題である。

(全 体)震災復興計画の策定

(目 標 1)「寧L幼児から高齢者まで安全で安心して暮らせる家とまちJ

被災した住民を始めとして、全住民の復興に対する意向の確認

被災住民の意向を踏まえ、住宅再建を含めたまちづくり構想の検討

(日 標2)「 地域資源を活かし希望を持つて働ける安定した仕事の場J

・漁港の早期整備、漁船の早期建造に向けた取組
・フカメ、ホヤの養殖復興に向け 養殖筏復活や養殖施設についての検討

漁民同士の絆を維持し、強めるための番屋の設置

水産物の付加価値を高めるため、燻製等加工技術修得 施設の検討

農地の整備と施設園芸、新しい農業生産法人等の可能性についての検討

流失したコミュニティセンター跡地に直売所を建設することの検討

(目 標 3)「 自然と文化に誇りを持ち助け合って過ごすコミュニテイJ

・地域連帯感強イヒのため、津波被告、復興の取組過程等を記録に残す取組

仮設住宅周りや新しくできる集会所の美化に努め、交流の場として活用する取組

古くからの伝統文化「塩炊きJの復活と その活用方法についての検討

海岸環境 海底環境の確認と、防潮林 植樹・植林等の検討

地区の将来像 次のような目標を踏まえて今年度中に震災復興計画を策定し、それを基に事業を展開

することにより 大沢の発展を図りたいと考えている。

1キャッチフレーズ(案 )
青い海と緑の大地、
再起し躍進する大沢

(日 標1)

乳幼児から
高齢者まで

安全で安心
して暮らせ

る家とまち

(目 標2)

地域資源を
活かし希望
を持って働
ける安定し
た仕事の場

(日 標 3)

自然と文化
に誇りを持

ち助け合っ

て過ごすコ

ミュニテイ

本 メニュ

23つの目標 (案 )

該当メニューー

1 1地区の の の の の主な



4事業計画 (取組の内容)

注1「取組項 目J

択可)

注2「事業の内容」の欄には、全体及び各年度の事業の内容がわかるように記載してください。また、日標の達

成にどのように寄与するのかがわかるように記載してください.

注3「 日標Jの欄には、現在、1年 目及び2年 目(事業目標年度)の 日標を定量的数値で記載するとともに、日

標の考え方を記載してください。

取組項 目 地jut提案型活動

事業の内容

◎「自然と文化に誇りを持ち助け合って過ごすコミュニティJづくり

1震災前、津波被害、復興の取組過程等を記録に残し、地域住民の連帯感高場を促進

被災範囲確認のためのワークショップ 開催3回

測量と記録集の作成 200部

2仮設住宅居住者と他の住民による仮設住宅周り等の環境づくりを通じた地域交流促
進

環境づくりのためのワークショップ 開催3回
・美化と環境づくリ プランター花壇25個、手作り東屋1個、手作リテーブル16個

3伝統文化「塩炊きJの復活と活用手法の検討
伝統文化「塩炊きJの復活に向けて塩炊き釜の試作 塩炊釜の試作 1個

地域特産料理べの「塩 J7舌用手法検討のためのワークショップ 開催3回

4全体の企画・運営 (委託)

目 標
(定量的指標数値)

環境づくり等地域交流活動への地域住民参加者数

現 在 (平成22年度 ) 延べ1,660人 /年

1年 目(平成23年度)

通常分    延べ  600人/年
本事業による分 延べ  270人/年
合計     延べ  870人/年

目標年度 (平成24年度) 延べ1,660人 /年

震災前が大半である昨年度の各種地域交流活動への住民参加者数は1,660名であつた

が 本年度は各種行事が中止になつたため、今後の予定も含め 600名 と見込んでいた。

今回、本事業が認められたことによって270名 の参カロを見込み、870名 まで回復することを

期待している。来年度は、何とかして震災前の水準まで戻したいと考えている。

その他

「(NPO)グ ラウンドワーク寒河江Jと
「新しい公共の場つくり協議会 J、

「(財)日 本グラウンド

ワーク協会 Jと全国6つのグラウンドワーク活動団体 (「 (NPO)グラウンドワーク西神楽J「印

腰 手賀沼環第あつぷ協議会J「グラウンドワーク阪神」「グラウンドワーク大山蒜山J「 (社 )

生態系トラスト協会」「(NPO)グラウンドワーク福岡J)、
「(NPO)ア プカスJには連携団体とし

て、協調して津谷大沢区の復興に協力してもらうことになつている。

「取組項 目|の こは1又は2の取組メニューから該当するメニューを選択して記載してくだ
~l｀



5年度別事業計画とその経費の内訳 (※積算資料を添付して下さい。 (積算資料は別紙3)

に適宜分類して記載してください。また、「4事業の内容」と整合を図つてください。

注2「 2年 目(平成24年度)以降の持続的取組について」は、取組の体制、取組内容 事業財源の確保等につい

て、具体的に記載してください。

1年 目(平成23年度)の取組内容と主な経費 単位 :千円

取組内容 総事業費 本補助金
他 の補助 金

筆 自己資金 備  考

1震災前、津波被害、復興の

取組過程等を記録に残し、地

域住民の連帯感高揚を促進

2仮設住宅居住者と他の住民
による仮設住宅周り等の環境づ

くりを通じた地域交流促進

3伝統文化「塩炊きJの復活と

活用手法の検討

4全体の企画・運営 (委託)

△
ロ 計

ll―② +l + り

548,000

926,000

926,000

1,150,000

3,550,000

9

548,000

926,000

926,000

1,150,000

3,550,000

ll じ

0

0

0

0

0

2年 目(平成24年度)以降の持続的取組について

0今年度末を目途にまとめている「震災復興計画」の各項 目について、振興会が中心になつて実現に

向けて努力する。
0平成24年度は、自己財源のほか、各種の補助金や助成金について研究し、獲得に努力する。

◆市役所、本吉総合支所とも連携してハード事業の予算等も確保し、水産加工施設、直売所などの中

で事業化できたものについて、個々の関係者の下に事業展開し、収益性の向上を目指す。

◆「震災復興会議」が目的を達成して解散したら、有志が「新しい公共」を担う団体を組織し、引き続き

地域活性化に結びつく新しい取り組みを進める。

注1 取組内容は 「体需1 分析 J、
「実践活 J の 成・確保」 及 γ占動 」等 の よ



(別紙1)            津谷大沢区振興会役員

会長        三 浦  広 文

副会長       菅 原  国 利  農業

副会長       菅 原  正 志  農業

総務部長      菅 原 誠 一

日 冨J部長     菅 原  惣 一

環境部長      菅 原  正 造  農業

同 副部長      菅 原  富 男  農業

教育文化部長    菅 原  利 昭

同 目1部長      熊 谷  正 幸  農業

同 昌1部長     菅 原  喜久蔵  農業

福祉部長      佐 藤   司

同 副部長     菅 原  ゆ,子  農業

婦人部長      菅 原  順 子

同 目1部長     三 浦  裕 子

一　
久

将

秀

宅

原

原

藤

菅

菅

佐

局華つ
〃
〃
震災復興事務局   菅 原  梅 男  農業



(別紙 2)

振興会長

振興会副会長

振興会副会長

委員 (振興会部長 )

〃 (振興会副部長)

〃 (振興会部長 )

〃 (振興会畠1部長)

〃 (振興会部長 )

〃 (振興会畠1部長)

〃 (振興会冨1部長)

〃 (振興会部長 )

〃 (振興会副部長)

″ (振興会部長 )

〃 (振興会冨1部長)

〃

〃

〃

″

′′

〃

〃

″

′′

〃

津谷大沢区震災復興会議委員

顧問

顧問

顧問

問

顧 間

農業

漁業

農業

農業

農業

顧 問

参 与

参与

農業

漁業

農業

漁業

農業

参与

菅 原  義 一  農業

菅 原  輝 男  農業

熊 谷   孝  農業

森   琢 男  農業

(ソレイユの丘施設長)

鈴 木  トミ子  外部

(〈財,日 本グラウントワータ協会事務理事 )

斎 藤  仁 志  外部

計画策定及び推進に協力

《、PO)グラウントワーク寒河江理事長)

佐 藤  順 一  外部

計画策定及び推進に協力

((NPO)ま ちづくり山形理事長)

村 中 秀 貞F 外部

仮設集会所整備に協力

((NPO)アプカス代表)

石 り  直 人  外部

菅 原  梅 男  農業

(以下振興会事務局)

菅 原 秀 一

菅 原 宅 久

佐 藤  将

業

業

農

農

【

岬

酪

計

紆

麟

調

岬

一

¨

司

け

」

村

働

硼

静

劇

諷

確

”

赫

詳

嬌

浦

原

原

原

原

原

原

原

谷

原

藤

原

原

浦

原

原

原

橋

原

藤

　

原

川

原

三

菅

菅

菅

菅

菅

菅

菅

熊

菅

佐

菅

菅

三

菅

菅

菅

高

菅

佐

森

菅

及

菅

庶務

′′

〃

〃



(男|1紙 3)

平成23年度食と地域の絆づくり被災地緊急支援交付金事業の積算資料

(判立:円 )

取 組 内 容 区  分 全 額
鑽 算 基 礎

内   容 単 価 欧遇 金 額

1震災前 津波被害 復興の取肛
過程等を記録に残し 地域住民の
連帯感高場を促進

548000

(1)賃金 50,000 作業資金 5,000

20,000

100,000

10 50,000

(2)報償費 60000 ワークショップ講師謝金 0

l

1

4)需月費 116,000 前後の航空写真等購入癸 100,000

2,500事務消耗品費

お茶代

測量費

被災地図作成費

90

1

1

13,500

“

)役務賛 322,00( 200,000

122000 122,000

2仮設住宅居住者と他の住民によ
る仮設住宅周り等の環覧づくりを通
した地域交流促進

926,000

(1)賃金 50000 作業贅全

ワ~クシヨンプ講師謝全

5,000 60000

(2)報償費

(4)需月費

(12)資材等購入費

60000 20,000

2,000

3 60000

116,000 プランター代

種首代

50,000

60,000

2,500事務消耗品費 2,500 1

90お茶代

手作りの東屋材料費

13600

400,000700,000 400,000 I

I集会所月手作,机材料贅 300,000 300,000

3伝統文化「塩炊き」の復活と活用
手法の検討

926,000

(1)賃金

(2)報償費

50000 作業賃金

ワ~クシヨンブ講師謝金

5,000 50,000

60,000

16,000

20,000

2,500

150

600000

200,000

3 60,000

r4)需用費 事務消耗品費

お茶代

１

一
ｍ

一
１

2500

13500

〈5)役務費 600,000

200,000

五炊奎の仮設上量組立妻 600,000

(12)資 材等購入費 塩炊釜の試作費 ] 200,000

4全 体の企画 運営

1.150,000

(6湊託料 1,150,00C アルバイト賃金 120,000 0 360000

旅費

技術員手当

00000 240,000

400,00025,000

事務消耗品費 50000 3 150,000

合 計 3,550,00C



別.・L様式第1号 (第5関係)

平成 23年度 食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業補助金交付申請書

平成 24 年  1 月   日

東北農政局長 殿

住      所  宮城県気仙沼市本吉町大沢 56-1

実 施 主 体 名  津谷大沢区振興会
代表者役職・氏名   会長  三浦 広文    印

平成 23年度において、下記のとお り事業を実施 したいので、食 と地域の絆づ く

被災地緊急支援事業補助金交付要綱第 5に より 3,550,000円 の交付を申請する。

記

1 事業の目的

被災農山漁村コミュニティの維持・再生、所得の向上及び雇用の創出につながる自主

的な取組を目的とする。

2 事業の内容 (別紙のとおり)

3 の

区 分

補助事業に

要する経費
(A tt B)

負 担 区 分
備考日厚 和

"金(A)
その他剣 H

(B)

1農 山漁村コミュニティ
活性化対策

円

3,550,000

円

8,550,000

円

0 該当なし

備 考櫛 には仕 入れ に係 る について、これを した場合には減額した金額を

同税額が無い場合及び明らかでない場合には「含税額Jと それぞれ記入すること。

4 事業完了予定年月日

5 収支予算

平成24年 3月 31日

3,550,000

円

3,550,0001農山漁村コミュニティ

(注意)

提出先について、東日本大震災による被災を受けて一時的に事務所が移転しているもの

にあっては、移転前の事務所の所在地を団体の事務所の所在地とみなす。



男」糸氏

1 事業の内容

事 項 内 容 備  考

1 地域提案型活動
。自然と文化に誇りを持ち助け合つて過ごす
コミュニティづくり

(1)震災前、津波被
害、復興の取組過程等
を記録に残し、地域住
民の連帯感高揚を促進

・被災範囲確認のためのワークショップ
開催 3回

・測量と記録集の作成 200部

(2)仮設住宅居住者
と他の住民による仮設
住宅周 り等の環境づく
りを通 じた地域交流促
進

・環境づ くりのためのワークショップ

開催 3回
・美化 と環境づくり

プランター花壇25個、手作 り東屋 1個 、
手作 リテーブル16個

(3)伝統文化「塩炊
き」の復活と活用方法
の検討

・伝統文化 「塩炊き」の復活に向けて塩炊き
釜の試作 塩炊き釜の試作 1個
・地域特産料理への 「塩J活用手法検討のた
めのワークショップ 開催 3回



津谷大沢区振興会規約

(名称及び事務所)

第 1条 本会は津谷大沢区振興会と称 し事務所を会長宅に置く。

(目  的)

第 2条 本会は区民相互の親睦を深めながら健全な発展を図り、区民の生活文化の向上

を高めながら明るく住みよい地域づくりに寄与することを目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行 う。

一 区民相互の親睦を図るための事業

二 行政機関、各種団体との連絡調整等の事業

三 生活文化の向上を図るための事業

四 保健体育の向上を図るための事業

五 環境衛生の向上を図るための事業

六 地域の福祉向上を図るための事業

七 食と地域の絆づくり被災地緊急支援事業

八 その他目的達成に必要な事業

(組 織)

第 4条 本会は津谷大沢区内に居住するすべての住民をもつて組織する。

(会 議)

第 5条 本会の会議は総会及び役員会とする。

(総 会)

第 6条 総会は本会の最高議決機関であつて 1世帯 1人をもつて構成 し、毎年度 1回 4

月に会長が招集する。

但 し次の場合には臨時に招集 しなければならない。

一 全世帯の 3分の 1以上の要求があったとき。

二 役員会が必要と認めたとき。

(総会に附議すべき事項)

第 7条 次に掲げる事項は総会に附議しなければならない。

一 規約の設定及び改廃

二 事業計画

三 予算及び決算

四 役員の選出

五 役員会が必要と認めた事項

(総会の成立数)

第 8条 総会は、全世帯の過半数の出席により成立する。但 し委任状による場合も出席

とみなす。



第 9条 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。

(議 長)

第 10条 総会の議長は、当該総会ごとに出席者の中から選出する。

(役員会)

第 11条 役員会は、第 14条の役員を以て構成 し、総会で決められた事項を執行すると

ともに会の運営にあたる。

2 役員会は、会長が随時これを招集 し構成員の過半数により成立する。

(専門部)

第 12条 本会の自主的活動を効果的に進めるため、次の専門部を置きそれぞれの特性

を生かしながら連携のもとに会活動を分担するものとする。

(1)総 務 部 庶務、会計、広報 (班の編成連絡含)地域振興計画の推進

(2)納 税 部 納税組合に関すること。

(3)生活環境部 防犯、交通安全、消防防災、衛生、道路橋梁、河川、住宅に関す

ること。

(4)教育文化部 教育、文化、体育、レクリェーシヨン、婦人、青年、子供会育成

会に関すること。

(5)保健福祉部 健康づくり、民生関係に関すること。

2 専門部には部長、副部長及び係を置く。

3 各部の役員は、部毎に選出し、部長・副部長及び係の代表は本会の理事となる。

(班 )

第 13条 本会の連絡を密にするため班を置きその区分は別表による。

2 各班に班長を置く。

3 班長は班毎に選出し、総務部に属し会の連絡事務にあたる。

(役 員 )

第 14条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)副会長 2名

(3)庶務係 1名

(4)理 事 22名  各部部長・副部長・係代表

(6)会 計 1名

(6)監 事 2名

(職 務)

第 15条 会長は、本会を代表 し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐 し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 庶務係は、会長の命を受けてこの会の庶務をつかさどる。



4 理事は、この重要事項を審議する。

5 会計は、この会の会計をつかさどる。

6 監事は会計を監査し総会に報告する。

(役員の選出及び任期)

第 16条 本会の役員は、総会において選出し、その任期は 2年 とする。但 し再任を妨

げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)

第 17条 本会に顧間を置くことができる。

2 顧間は総会において推戴する。

3 顧間は本事業の計画及び実施について指導、助言する。

(経 費)

第 18条 本会の経費は次に掲げる収入をもつて充てる。

(1)会 費

(2)補助金及び寄附金

(3)事業収入その他

(会計年度 )

第 19条 本会の会計年度は毎年 4月 1日 から始まり3月 31日 に終わるものとする。

(補 助 )

第 20条  この規約に定めるものの外、必要な事項は役員会にはかつて会長が別に決め

る。

附   則

1 この規約は昭和 56年 10月 1日 から施行する。

2 当初に就任した役員の任期は第 16条の規定にかかわらず昭和 58年 3月 31日 まで

とする。

3 平成 4年 4月 12日 改正

4 平成 21年 9月 1日 改正

5 平成 23年 4月 1日 改正

6 平成 24年 1月 1日 改正



津谷大沢区振興会会計処理規程

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この規程は、津谷大沢区振興会 (以下、「振興会」とい う。)の会計の処理に

関する基準を確立して、振興会の業務の適正、かつ、能率的な運営 と予算の適正な

実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第 2条 振興会の会計業務に関しては、津谷大沢区振興会規約 (以下「規約」とい う。)

に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(会計原則 )

第 3条 振興会の会計は、次に掲げる原員」に適合するものでなければならない。

一 振興会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること

二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること

二 会計の処理方法及び手続について、みだ りにこれを変更 しないこと

(会計区分 )

第 4条 振興会の会計区分は、一般会計のほか、業務遂行上必要のある場合は、一般

会計と区分 して特別会計を設ける。

(会計年度 )

第 5条 振興会の会計年度は、振興会規約に定めるとお り、毎年 4月 1日 から翌年 3

月 31日 までとする。

2 振興会の出納は、翌年度の 4月 30日 をもつて閉鎖する。

(出納責任者)

第 6条 出納責任者は、会長とする。

(経理責任者)

第 7条 経理責任者は、会計とする。

(帳簿書類の保存及び処分)

第 8条 会計帳簿、その他の書類の保存期間は、次に掲げるものとする。

一 予算及び決算書類   5年
二 会計帳簿       5年



三 証ひ ょう (領収書その他会計処理の正当性を立証する書類をい う。以下同じ。)

5年

四 その他の書類     5年
2 前 ll■各号の保存期間は、事業完了の 日から起算する。

3 第 1項に掲げる会計帳簿、その他の書類を廃棄する場合には、あらか じめ、第 7

条の経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。

4 前項において個人情報が記録 されている会計帳簿、その他の書類を廃棄する場合

には、裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄 しなければならない。

第 2章 勘定科 目及び会計帳簿類

(勘定科 日)

第 9条 第 4条の各会計区分には、収入及び支出の状況及び財政状態を的確に把握す

るため必要な勘定科 目を設ける。

2 各勘定科 目の名称、配列及び内容については、会長が別に定める。

(勘定処理の原則 )

第 10条 勘定処理を行 うに当たつては、次に掲げる原則に留意 しなければならない。

一 すべての収入及び支出は、予算に基づいて処理すること

二 収入と支出は、相殺 してはならないこと

二 その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠 して行 うこと

(会計帳簿 )

第 11条 会計帳簿は、次に掲げるものとする。

一 金銭出納簿

二 補助簿

2 補助簿は、これを必要とする勘定科 目について備え、金銭出納簿 と有機的関連の

もとに作成 しなければならない。

3 金銭出納簿及び補助簿の様式は会長が別に定める。

(会計帳簿の更新 )

第 12条 会計帳簿は、原員」として会計年度 ごとに更新する。

第 3章 予算

(予算の目的)

第 13条 予算は、会計年度の事業活動を明確な計数でもつて表示することにより収支

の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。



(事業計画及び収支予算の作成 )

第 14条 事業計画及び収支予算は、会計区分ごとに作成 し、総会の議決を得てこれを

定める。

(予算の実施 )

第 15条 予算の執行者は、会長 とする。

(予算の流用 )

第 16条 予算は、定められた目的以外に使用 し、又は流用 してはならない。

第 4章 出納

(金銭の範囲)

第 17条 この規程において、「金銭Jと は現金及び預貯金をいい、「現金」とは通貨の

ほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をい う。

(金銭出納の明確化 )

第 18条 出納の事務を行 う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の

出納を記録 し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。

(金銭の収納)

第 19条 金銭を収納 したときは、会長が別に定める様式の領収証を発行 しなければな

らない。

2 入金先の要求その他の事由より、前項の様式によらない領収証を発行する必要が

あるときは、第 7条の経理責任者の承認を得てこれを行 う。

3 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、

領収証を発行 しないものとする。

(支払方法 )

第 20条 出納の事務を行 う者が金銭を支払 う場合には、最終受取人からの請求書その

他取引を証する書類に基づき、第 7条の経理責任者の承認を得て行 うものとする。

2 支払は、金融機関への振込により行 うものとする。ただ し、小 日払その他 これに

よりがたい場合 として第 7条の経理責任者が認めた支払のときには、この限 りでな

い 。

(支払期 日)

第 21条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払

のものについては、この限 りではない。



(領収証の徴収)

第 22条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。た

だし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもつてこれに代え

ることができる。

2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書

をもつて支払先の領収証に代えることができる。

(預貯金証書等の保管)

第 23条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関

等に保護預けをするものとする。

第 5章 物品

(物品の定義)

第 24条 物品とは、消耗品並びに耐用年数 1年以上の器具及び備品をいう。

(物品の購入)

第 25条 前条の物品の購入については、稟議書に見積書を添付し、第 7条の経理責任

者を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、 1件の購入金額が 1万円

未満のときは、総務部長の専決処理とすることができる。

(規定の準用)

第 26条 振興会の運営に必要な経費であつて、会議費等軽微なものの支出については、

前条の規定を準用する。

第 6章 決算

(決算の目的)

第 27条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、

当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。

(決算)

第 28条 決算は、毎年 3月 末の年度決算とする。

(財務諸表の作成)

第 29条 第 7条の経理責任者は、事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行

い、次の各号に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。

一 収支計算書

二 財産目録



(年度決算の確定)

第 30条 会長は前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該計算書類に監

事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。

第 7章 雑則

第 31条 振興会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な

事項は、会長が定める。

附 則

この規程は、平成 24年 1月 1日 から施行する。



食 と地域の絆づくり被災地緊急支援事業事務処理規程

(目 的)

第 1条 この規程は、津谷大沢区振興会規約第 3条第 7号に定める「食と地域の絆づく

り被災地緊急支援事業」(以下「絆づくり事業Jと い う。)の事務の取扱いについて必

要な事項を定め、事務処理を適正、かつ、能率的に行 うことを目的とする。

(事務処理の原則 )

第 2条 絆づくり事業の事務処理に当たつては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重ん

じ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければ

ならない。

(事務処理体制)

第 3条 絆づくり事業の事務責任者は菅原梅男とし、必要に応 じて分担する者を置くも

のとする。

(雑則 )

策 4条 津谷大沢区振興会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関

し必要な事項は会長が定める。

附 則

この規程は、平成 24年 1月 1日 から施行する。



「食と地域の絆づくり被災地緊急支援交付金事業」取組内容の新 1日 対照表      (単 位:円 )

実施計画 (1月 21口 時点) 実施提案書 (11月 27口 時,点 )

取 組 内 容 内  容 金 額 取 組 内 容 内  容 金 額

1震災前、津波被告、
復興の取糸Π過程等を.・L

録に残し 地域住民の
連帯感高場をlle進

548000

作業賃金

ワ~クシヨンプ講師謝金

前後の航空写真等l● 入費

事務消耗 ,早,費

お茶代

測量費

被災地図作成費

50,000

60,000

100,000

2,500

13,500

200,000

122000

1みんなが助け合って
楽しく過ビせるコミュニ

ァィづくつ

①記録集の作成

200,OOO

前後の航空写真等購入

被災地図作成

100, 000

100,000

2仮設住宅居イヽ者と他
のイI民による仮設イ主宅
周り等の環境づくりを通
した地域交流lPt進

926,000

作業賃金

ワークショップ講師調i全

ブランター代

種苗代

事務消耗品費

お茶代

手作りの東屋材料費

集会所用手作り机材料費

50,000

60,000

50,000

50,000

2,500

13,500

400,000

300,000

0環境づくり

1,428,000

作業賃金

講師説∫金

講師17費

フランター

種市

資料コピー代

お茶代

手作りの束屋

千作リベンチ テーブル

集会FF用 手作り机

50,000

20,000

40,000

50000

50,000

4,500

13,500

500,000

400,000

300000

2働きたい人が希望を
持って 緒に働ける仕
事づくり

①共同化による養殖業
の実証

926,000

作業賃金

講師謝金

講師旅費

資料コピー l■

お茶代

ロープなどの材料

仮設番屋 (9置 )

50,OOO

20,000

40,000

2,500

13,500

300,000

500,000

3伝統文化「塩炊きJの

復活と活用手法の検討

926.000

作業賃金

ワークショップ講師謝金

事務消耗品費

お茶代

塩炊釜の仮設上屋組立費

塩炊釜の試作費

50,OOO

60,000

2,500

13,500

600,000

200,000

3自 然環境と伝統文化
に誇りを持てるあるさと
づくり

①「塩炊きJの復配 活
用

726,000

作業貨企

請自F謝金

講師旅費

資料コピー代

お茶代

塩炊釜収容の仮設 L屋

塩炊釜の試作

50,OOO

20,000

40,000

2.500

13,500

400,000

200,000

120,000

4全体の企画 運普

Э先進地視察

視察旅費 120,000

4全体の企画 運営

1 150,000

アルバイト賃金

旅費

技術員手当

事務消耗品費

360,000

240,000

400,000

150000

1,600,OOO

②全体の企輌運営の委
託

アルバイト雇用費

旅費

技術員手当

需用費〈消耗品など)

360,000

480,000

600,000

160,OOO

△
言「 3,550,OOO 人

口 計 5,000,000



聞き取り概要 ; 2012年 2月 2122日 文責 ;井上豊久(福岡教育大→

目的

1 震災発生当時のようすなどを聞き取 り、記録 として残すこと

2 まちづ くりへのご要・
‐
2が あればお うかがいすること

方法・内容等 彙録音・撮影等は必ずご許可を得ます

1 16人の学生 (福岡教育大学福祉社会教育コース、上FI千春、★平川恵美子、
大藤原真生、工反翔子、森田菜摘、興田くらら、占部志麻、上村綾子、倉重

可奈、陶山祐美子、上村駿介、釘鳴一成、平日弘夢、長岡史明、野口将史、

堀家遼平)が二人一組 (ペア)になり、一人が聞き役、一人が記録役として、

聞き取りと記録化を進めます。'平川、藤原は本日参加。上日は夏にセンタ

ー来室、草刈経験あり。五反、森日、興田は松岩中学校で学習支援経験あり。

2 日程別学生参カロ予定では、場所も含め今後ご確認をお願いしますが、すべて

聞き取りの方の人数に合わせております。20日 入り23日 福岡に帰ります。
彙井上豊久(福岡教育大学)も 含め学生に謝金なく、ご依頼を受けてのボランティ

アです。貴重な機会を有難うございます。   合計延べ 79ペアで参ります。

2/21日 (火曜日)計 36ペア    *男子学生同士のペアはありません

9時半からlo時判 16名 人 8ペア  11時から12時/16人 8ペア

13時か ら 14時/8人 4ペア 14時半から 15時半/14人 7ペア

17時半から18時半お人 3ペア  18時から19時/2人 1ペア

19時から20申8人 4ペア    19時 半から20時半/2人 1ペア

2/22日 (水曜日) 計 43ベア    *男子学生同士のペアはありません

9時半から10時半/14人 7ペア  11時から12申16人 8ペア

13時から 14晴■ 6人 8ペア

17時から 18時/10人 5ペア

14時半から 15時当 14人 7ペア

17時半か ら 18時半/2人 1ペア

18時半から19時半2人 1ペア   19時から20時/12人 6ペア

3 まず、ご挨拶と自己紹介をします。現在の健康状態などをお伺いし、少しな

ごやかになつてから、震災時のことなどを少しずつお聞きします。無理に聞

き出すことはございません。写真や物などを持ってきていただいてお話しい

ただいても結構です。およそ 1時間で区切らせていただきます。

4聞き取りの際、聞き直し、ご確認すると思います。聞き取り後はその日のうち

に書類化し報告の形にしていきます。公表物に関しては必ずご許可を得ます。



宮城県気仙沼市本吉町農水産物加工品開発プロジェクト

1  東日本大震災で壊滅的打撃を受けた、気/1沼市本吉町において、地域資源を活用した
農産物加ェ品を開発するため、住民・企業・行政が協働するワークショップを行う。2.  ワークショップの参カロ者は、本吉町住民・気仙沼市役所職員・イヽ泉川鮭増殖組合など
とする。

3  ワークショップは3～ 5グループとし1グループは、6～8名 とする。4  フークションプでは、本吉町及びその周辺の地域資源 (自 然・産業・歴史文化・公共
施設に分類)の過去・現在を調べ、ょり良き未来を築くことを目的として取り組む。5  ヮークショップは4回行う
1回 目 ①アイスプレーキング

②ワークショップの趣旨説明
 `        ③グループ分け

④調査依頼

⑤調査個所及びヒャリング内容の検討
特に現在の問題点

2回 目 ①現地調査

②調査内容のまとめ

3回 目 ①調査及びヒヤリングを受けて、農水産物加工品の可能性を検討する。
②各グループの案を融合
②未来へ向けてのドリームプランの作成
③農水産物加ェ品開発プロジェクト施設整備計画の作成

4回目 ①年次計画の作成

②宮城県気仙沼市本吉町農水産物カロエ品開発プロジェク碗 設整備計画の
発表

平成 24年度

1 加工品プロジェクト施設整備計画を基に、概算設計、経営計画、資金計画、雇用計画の    |
御戎。

2、 計画を各省庁及び企業に持ち込む。
3 計画を実行に移す。



復興計画のたたき台 
        確認しましょう 

平成２４年１月２１日 

復興に向けた新しい公共の場づくり協議会 

○ ２回のワークショップで話し合ったことをまとめました 
   目標に合わせて一つひとつ確認しながらイメージ化しましょう 
   もう一度、これで良いのか見てみることも・・・ 

○ ２月の中旬に報告会はどうでしょうか 
   それまでのスケジュールを考えましょう 

□ はっきりと考えを示すとともにメリハリのある計画に 
□ 大きく風景が変わることのない計画に 



みなさんの意見を図に落としてみました 



目標１   
乳幼児から高齢者まで安全で安心して暮らせる家とまち 
計画の柱１ 
全ての住民が穏やかに暮らせる防災力の高い地域づくり 

○ 大沢橋の復旧 
○ 国道４５号大沢橋付近の道路の嵩上げ 
○ 旧道（市道）の嵩上げ 

○ 嵩上げした道路への階段 

○ 避難看板 
○ 津波到達点への植樹（側点表示） 
 

○ ＪＲ気仙沼線の嵩上げと復旧 

□ スロープの確保はできるか 

○ 農地海岸の護岸嵩上げと新設 
○ ソレイユの崖の整備 
○ 馬場前の護岸整備 

○ 大沢川の開門式の水門・河口の縮小 
○ 大沢河口への堤防の設置 

□ ２０ｍまで
の防災・減災 
１５ｍと２０ｍ
の２段階か一
挙に２０ｍか 

□ 高さよりも破壊されない 

□ 情報伝達・防災施設は大丈夫か 

□ 有効な手段は何か 
□ 農地をどのように考えるのか   

□ ルート変更か廃止か 

□ 計画堤防高T.P.9.8m 
□ 耐震化・耐浪化 
□ 接道道路の嵩上げ 

□ 景観に配慮 

□ 複合
的に対応 

□ 耐震・防犯も 



計画の柱２ 
利便性が増し、いつまでも住み続けたくなるまちづくり 

○ 住宅用地 

○ 町道久喜住宅線の開設 

□ 個別対応か集団移転か、ミックスか 
□ 約３０戸 災害公営住宅か個別住宅か、ミックスか 
□ コミュニティが維持しやすい場所に 
□ 大沢らしい住宅の建設  特徴を持たせたい 
□ デザインの追求 
□ 自然環境との調和・導入 
□ 集落型スマートホーム・コミュニティの考えは・・・ 

□ 県営住宅は・・・ 
□ 被災した民間住宅は・・・ 

○ カメラ・センサー付き照明灯 

○ 市営大沢住宅の修繕 
 

○ 二軒茶屋前町道拡幅（５ｍ） 

□ 避難路（避難場所へのルート） 

□ 他の道路で拡幅すべき道路は・・・ 

□ 日常的に必要とされるものは・・・ 

□ 路線バスの充実も 

□ 地盤災害はない 

□ 避難ルート上にハイブリッド照明の確保 



目標２   
地域資源を活かし希望を持って働ける安定した仕事の場 

計画の柱３ 
働く場の復活再生とこの地ならではの新しい仕事づくり 

○ 塩炊き・鮭の燻製加工品開発 
 

○ 施設園芸 

○ 陸上養殖公園(海浜） 

○ 被災跡地の嵩上げ  

○ 漁・農業の協同化と高齢化からの脱却 
 

○ 漁港施設の嵩上げ 
○ 漁港集荷所の建設 
○ 船揚げ場の整備 
○ 船揚げ場への道路整備 
○ 漁港内の養殖施設 
○ 直売所 
○ 番屋建設  

○ 防波堤の拡大 

□ 定着から６次産業化・オーナー制度などへ 
□ 津谷大沢ブランド化・ストーリー性を 

□ 多世代が働ける場 
□ 子供・地域外からの参加 

□ 連携・担い手育成 

□ 既存の防波堤を含めて（堤防釣りは・・・） 

□ 耐震化・耐浪化 
   流出・破壊され 
   ない 
□ 避難スペースの 
   確保 
 
 
 
 

□ 被災跡
地の開発
計画の立
案 
 
 
 
 
 

□ つくり育て 
   る産業 



目標３   
自然と文化に誇りを持ち助け合って過ごすコミュニティ 

計画の柱４ 
自然環境と伝統文化に誇りを持てるふるさとづくり 

○ 見晴らし広場 

○ 不動明王の復元（磐午天王） 

○ 公園の整備 

○ 桜並木の整備  

□ 伝統芸能・祭り・風習の継承 

□ 共有財産化 

○ 慰霊碑の建立 

□ 振興会で管理・運営 

□ 海から見える灯りとなるのか 

□ 震災・復興記録も 

□ 文化財・メモリーポイントの復元 

□ 大沢区民のシンボルの一つに 

□ 散歩コースの開設 

□ 堤防としての役割も 

□ 新名所に 



計画の柱５ 
みんなが支え合いやさしさに包まれたコミュニティづくり 

○ 防災倉庫併設集会所施設 

○ 災害時での協力体制の確立 
○ 子供でも分かる防災マップの作成 
 

□ 防災学習も（防災意識の向上）  

□ 今ある振興会などの活動を密にする 

□ どのように構築していくのか 

○ 塩炊き・鮭の燻製の体験学習 

○ 大沢復興音頭の制作 

○ 年間を通したイベント 

□ 高台に避難所 

□ 大沢生活改善センターとして継承 

□ 防災学習の拠点・防災グッズの完備 

○ 避難訓練の実施 

□ どのように作成するのか 

□ 担い手育成 

□ 大沢復興音頭碑を 

□ 消防・防災体制も含め避難誘導体制も 

□ 被災者支援の継続も 





みなさんに聞いてもらいましょう  私たちが考えたことを！ 
 みなさんから意見をいただきましょう  みんなの計画に！ 
１月２１日 

１月２８日 

○ 復興計画のたたき台の提案 

２月 ４日 
 
 
 
 
 

２月２１日 

２月２２日 

○ 復興計画のたたき台の確認 

○ 報告会資料の確認 

○ 報告会の準備 

○ 報告会開催 

○ ポスター・チラシの確認 

２月１０日 
 
 
 
 

○ ポスターの掲示・ 
   チラシの配布 

○ 関係者への呼び 
   掛け 

○ 報告会後の流れの確認 

報告会の準備と並行して事業の検討も進めていきましょう 

第４回復興会議     

第５回復興会議     

第６回復興会議 
振興会役員会を兼ね
る 
 
 
 

○ 報告会の進め方 

□ 掲示場所 
□ 配布先・配布方法 

□ 関係者の選定 
□ 呼びかけ 

□ リハーサル 

□ 場所の設定 
□ 時間の設定 
□ プログラムの設定 
□ 情報提供の設定 
□ 役割分担 



メモに使ってください 
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